
(趣　旨)

第１条　この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファ

　ルト舗装(CO)版切断時に発生する濁水(以下｢濁水｣という。)の処理に関し必要な事項

　を定めるものである。

(適　用)

第２条　この特記仕様書は、次の工事に適用するものとする。

　・工 事 名 川角駅学園口駅前広場等整備工事

　・工事箇所 毛呂山町大字下川原 地内

(濁水の処理)

第３条　受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

　・種類及び処理量 汚泥(油分を含む汚泥)、0.092㎥

　・中間処理施設 適切に処理できる中間処理施設

　・処理方法　　　　　　中間処理後、最終処分場に搬入(処理に焼却含まず)

２　受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するもの

とする。

(共通事項)

第４条　受注者は、舗装(CO)版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業

　後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥(油分を含む汚泥)として中間処理施設

　に運搬及び処理するものとする。

２　受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約

　を締結しなければならないものとする。

３　受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業

　者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

４　受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法

　律において定める産業廃棄物管理票(以下｢マニフェスト｣という。)により管理する

　ものとする。

(提出書類等)

第５条　受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を

　定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第４条

　第３項及び第４項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付する

　こと。

２　受注者は、産業廃棄物管理票（紙マニュフェスト）または電子マニュフェストにより、

　適正に処理されていることを確認するとともに監督職員に提示しなければならない。

(その他)

第６条　濁水処理量については、舗装(CO)版の切断延長や切断厚が変わった場合を除

　き、原則として設計変更の対象としないのもとする。

２　受注者は、舗装(CO)版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、

　事前に監督員と協議するものとする。

３　この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものと

　する。
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